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Ⅰ．研究の背景と目的

これまでの教育と福祉とのかかわりは，児童相談所の

施設措置が中心であり，子どもや家族の生活に身近なも

のではなかった。

しかしながら，近年教育現場では，貧困をはじめとす

る不登校や虐待等，様々な生活課題をかかえた子どもた

ちが増加するなかで，福祉的視点を導入することが求め

られるようになってきた。文部科学省が取り組みを始め

たチーム学校でも，福祉等他領域との連携・協働を新た

な課題としている。

このように，教育現場における社会福祉の役割は，今

後ますます重要視されると考えられ，全公立中学校への

スクールソーシャルワーカーの配置が進められており，

対応実績1）も，令和元年度のスクールソーシャルワー

カーの実人数は 2,659 人で，対応学校数も 17,763 校とな

り，今後への期待が大きい。

そうしたなか，生徒指導提要によると，学校はスクー

ルソーシャルワーカーを活用するとともに，教職員にス

クールソーシャルワーク的な視点や手法を獲得させ，そ

れを学校現場に定着させることも重要だとしている。

特に，いじめや児童虐待など児童生徒等の心身の健康

課題の早期発見，早期対応は，学校保健に求められる養

護教諭の役割として期待されている。

多様な生活課題をかかえた子どもたちの多くが利用す

る保健室を運営する養護教諭には，福祉的視点でのアプ

ロ―チが求められる場面も多いことから，養護教諭の養

成校のなかには，在学中に社会福祉士の資格取得ができ

るカリキュラムを設置し，学生の教育を行っている大学

もある。

そこで，本研究では，社会福祉士のライセンスも併せ

持つ養護教諭を対象として，彼らが社会福祉士の知識を

教育現場で，どのように活用し役立てているのかについ

て検討し，養護教諭に必要とされる社会福祉の知識につ

いての基礎資料を得ることを目的とした。
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Ⅱ．研究方法

1．分析対象

大学で，養護教諭と社会福祉士のダブルライセンスを

取得後，養護教諭として教育現場で働いているもので，

調査協力に承諾の得られた 11 名である。

2．データ収集方法及び分析方法

1）データ収集方法

養護教諭として「社会福祉士の知識を活かせたこと」

について，質問を設けて記述による回答を求めた。

質問は，対象者に Google アンケート用紙を用いて，

インターネット上で依頼し，記入後返信してもらった。

データ収集期間は 2021 年 9 月～10 月までとした。

2）データ分析方法

記述内容をデータとして，箇条書きのものはそのまま

に，複数の意味を含む長文の場合は，その意味を損なわ

ないように，意味単位で箇条書きに整理した。そのうえ

で，記述を類似の内容にまとめて，カテゴリー化してい

く作業を行った。

3．倫理的配慮

分析対象者に対しては，本研究の目的や本研究で得ら

れた情報は論文投稿・学会発表・報告書作成等以外には

用いないこと，情報から個人が特定できないように配慮

すること，調査への参加は強制ではなく個人の自由意志

であること，得られた情報は漏えいのないように保管す

ること等を文書で説明した。本調査の趣旨に同意の得ら

れた場合のみ調査に参加していただけるように依頼した。

Ⅲ．結果

1．分析対象者の背景

分析対象者 11 名の勤務年数は，1 年未満が 1 人で，1

年以上 5年未満が 9人，5年以上 10 年未満が 1人であっ

た。いずれも，在学中は，社会福祉士と養護教諭の資格

取得というダブルライセンスを目指していた。

2．調査内容の結果

「社会福祉士の知識を活かせてよかった」として，38

の記述が得られた。その内容は，3 つのカテゴリー及び

7つのサブカテゴリーに大別された（表 1）。

以下にカテゴリーを《　》，サブカテゴリーを〈　〉

で示し，それぞれについて説明することとする。

1） 「社会福祉士の知識を活かせたこと」として挙げられ

た記述内容

《ラポールの形成》

《ラポールの形成》は，〈子どもたちの話を聴く〉と〈子

どもたちの可能性を引き出す〉〈障害の特性を理解でき

る〉という 3つのサブカテゴリーから成り立っていた。

〈子どもたちの話を聴く〉には，「常日頃，子どもに寄

り添って話を聴くとき，バイスティックの 7原則を用い

ている」「一番高い頻度で使うのは，相談援助技術で学

んだ内容だ」という記述が多く，大学で学んだ社会福祉

援助技術が役に立っていることが明らかとなった。

また「相談を受ける際の話し方や聞き方，椅子の座る

位置などを考慮して子どもと向き合うことで，なかなか

話そうとしなかった悩みを打ち明けてくれた」ことを挙

げているものもいた。

〈子どもたちの可能性を引き出す〉は，「子ども自身に

備わっているストレングスを見つけ，それに着目して支

援しようとすること」や「社会福祉士の基本であるその

人の強みに焦点を当てて考えて対応する姿勢を身につけ

られたこと」など，ストレングス視点を学んだことが，

現在の養護教諭の仕事に役立っていた。

〈障害の特性を理解できる〉は，支援学級の生徒との

対応や不登校や心の問題をかかえる子どもの対応をする

ときに役立っていた。

《他職種連携》

《他職種連携》は，〈学内連携〉と〈学外連携〉という

2つのカテゴリーから成り立っていた。

〈学内連携〉には，スクールソーシャルワーカーとの

連携について記述が多かった。「スクールソーシャルワー

カーとの連携の大切さを理解していたので連携がスムー

ズにできた」とか，「スクールソーシャルワーカーの役

割を学んでいたので，多職種との連携がイメージできた」

「虐待事案をスクールソーシャルワーカーと連携して対

応している」など，スクールソーシャルワーカーの役割

を学んでいたことが学内での他職種との連携に役立って

いた。

〈学外連携〉では，子どもから虐待の相談を受けた時，

児童相談所との連携など必要な支援への道筋を自分の中

にイメージできたことから，「躊躇することなく子ども

を福祉の専門機関につないでもらうことができた」とか，

表 1　社会福祉士の知識を活かせてよかったこと

カテゴリー サブカデゴリー

ラポールの形成

子どもたちの話を聴く

子どもたちの可能性を引き出す

障害の特性を理解できる

他職種連携
学内連携

学外連携

人と環境の相互作用
子どもを理解する

家族への働きかけ



101令和 4年 2月（2022 年）

「週 1 回スクールソーシャルワーカーが来校するので，

相談して関係機関につないでいる」「地域の心療内科等，

社会資源をスクールソーシャルワーから教えてもらい，

受診を勧めるきっかけとなった」など，学内でのスクー

ルソーシャルワーカーとの連携により，生活課題を抱え

る子どもに適切な支援を提供できる学外との連携につな

がっていた。

《人と環境の相互作用》

《人と環境の相互作用》については，〈子どもを理解す

る〉と〈家族への働きかけ〉という 2つのカテゴリーか

ら成り立っていた。

〈子どもを理解する〉には，「福祉の視点を持つことで，

子どもの生活環境や成育歴，家族関係など，広い視点で

子どもの問題に向き合うことができた」をあげていた。

〈家族への働きかけ〉では，「子どもの家族にも目を向

けることを，学生時代に事例を通して学んでいたので，

生徒の母親に対するケアの必要性に気づくことができ

た」「子ども自身だけでなく，保護者にも目を向けて考

えることができた」など，学校だけでなく，子どもの家

庭での生活にも関心を向けた取り組みをおこなうことが

できていた。

Ⅳ．考察

養護教諭が「社会福祉士の知識を活かせてよかった」

と思える取り組みには，《ラポールの形成》《他職種連携》

《人と環境の相互作用》が含まれていた。

《ラポールの形成》は，専門的援助関係の基本であり，

生活課題をかかえた子どもとかかわる時の信頼関係の形

成において最も重要視される。

本来，教育職は「対人援助職」ではなく，福祉職のよ

うに子どもに寄り添う業務ではないといわれている2）。

しかし，調査対象者である養護教諭は，子どもとの信

頼関係を形成することを重視しており，福祉的視点が求

められていることが明らかとなった。

特に〈子どもたちの話を聴く〉では，対象者の多くが，

バイスティックの 7原則（受容，非審判的態度，秘密保

持，自己決定，意図的な感情の表出，統制された情緒関

与）を活用していた。バイスティックは援助関係はケー

スワークの魂であり，「ケースワークサービスを提供す

るあらゆる場面において，良好な援助関係は，完璧な援

助を目指すために必要であるばかりでなく，援助という

サービスの本質を維持するためにも不可欠である3）」と

して示した。

また，子どもとの信頼関係を形成するにあたり，対象

者は，面接技術を工夫して用いていた。面接は当事者自

身によって問題が語られるという点において特別重要な

意味を持つコミュニケーションとしてクライエントとの

援助関係を作り，また，これを探るための重要な機会で

あるといわれている4）。こうしたことからも，子どもと

の信頼関係形成に欠かせない援助技術と言える。

〈子どもたちの可能性を引き出す〉については，ソー

シャルワークの実践モデルの一つであるストレングスモ

デルで説明することができる。ストレングスモデルは，

クライエントの病理や欠点に焦点を当てるのではなく，

クライエントの持ち味や強みに焦点を当てて，その持ち

味や強みを活用しながら，クライエントの様々な機能回

復を目指していくこと5）を意味している。

また，近年のジェネラリスト・ソーシャルワークでは，

肯定的もしくは前向きという意味で，ポジティブなもの

の見方とその実践が強調されるようになっている。ミレ

イらによれば，問題解決からコンピテンス（対処能力）

の促進への転換を強調し，対話，発見，展開という過程

を示している6）。

教育現場において，調査対象者は子どもの示す行動を，

「子どもの心の弱さ」や「問題をかかえる子」といった

内容にばかり焦点を当てず，子どもの持つストレングス

に着目した支援を心掛けており，あくまでも，子どもと

対等の立場で信頼と協働を重視して，子どもの希望や自

信といった彼らの可能性を引き出すようなかかわりを心

掛けていることがわかった。

〈障害の特性を理解できる〉については，インクルー

シブ教育を目指す教育現場において，障害の特性を理解

していることは必要不可欠の知識だといえる。

文部科学省は「共生社会の形成」に向けた方策の一つ

として，「インクルーシブ教育システムの構築のための

特別支援教育の推進」を掲げている7）。

インクルーシブ教育において，特に発達障害に関する

理解や認識は重要となる。文部科学省の調査8）でも，発

達障害の可能性のある児童は，6.5％であり，各クラス

に2–3人の子どもが該当することが明らかにされている。

通常の学級で学んでいる発達障害の特性を有する子ど

もたちの困難さや認知特性の理解，さらには教育的ニー

ズに応えるために子どもの個性に応じた多様な教育の在

り方への検討が必要とされている。

こうした状況を踏まえて，社会福祉分野で学んだ知識，

特に発達障害についての知識を持っていることは，子ど

もを理解していることは，信頼関係形成の上で強みであ

るといえる。

《他職種連携》では，本調査では，スクールソーシャ

ルワーカーとの連携について，取り上げたものが多かっ
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た。しかしながら，養護教諭の職務等に関する調査9）に

おける，関係者との連携・コーディネートでは，教職員

及び校内組織との連携は 98％，保護者との連携は 92％，

学校医等との連携は 87％，スクールカウンセラーとの

連携は 83％と高かったにも関わらず，ソーシャルワー

カーとの連携は 46％と低かった。

今回の調査では，対象者のほとんどが，スクールソー

シャルワーカーとの連携について取り上げていたこと

は，全国調査とは違う傾向があることが明らかとなった。

調査対象者は，社会福祉士の知識があることで，社会

福祉士の知識を持たない，他の養護教諭と比較して，ス

クールソーシャルワーカーの仕事内容を理解していたた

め，スムーズな連携を行うことができ，子どもへの適切

な支援につながったといえる。

養護教諭が社会福祉の知識を持ち，スクールソーシャ

ルワーカーとの連携が速やかに行われることで，子ども

に必要とされる福祉サービスや，医療機関の紹介を受け

る機会が多くなり，学内で対応できない子どもの生活課

題への対応に結びつく可能性が高くなるといえる。

《人と環境の相互作用》については，〈子どもを理解す

る〉と〈家族への働きかけ〉の 2つのカテゴリーから成

り立っていた。

人と環境の相互作用10）とは，人と環境は絶えず交互

作用を行い，接触面で不均衡，摩擦，不適応が起こり，

生活ストレスに発展する。人と環境は交互作用を行いな

がら，互いの要求を満たそうと努力して，結果，双方の

関係が適応に向かえば人は成長，発達するが，不適応状

態ではストレスが高まり機能不全に陥るといわれている。

心理社会的アプローチを確立させたホリス11）も「状

況のなかの人」という視点を持つことの重要性を述べて

いるが，クライエントの身体的心理的状態とともに，そ

の人の置かれた環境にも目を向けることで安定した生活

の回復や維持のための関係づくりや環境づくりにとっ

て，人と環境の交互作用へのソーシャルワーカーの介入

は欠かせないといえる。

「ケースワークの原則」の著者であるバイスティック

は，「援助関係とは常にケースワーカーとクライエント

との間で生まれる態度と情緒による力動的な相互作用で

ある。そして，この援助関係はクライエントが彼と環境

の間により良い適応を実現していく過程を援助する目的

を持っている」と述べている3）。

クライエントとクライエントを取り巻く環境を絶えず

視野に入れておくことは重要であり，特に家族は，ソー

シャルワーク実践において高い関心を向けられてきた。

家族システムが持つ交互作用関係は，成長と変化の土壌

として，また，日常生活の場として人に大きな影響を与

えているからである。それだけに，家族関係の不全はあ

らゆるニーズを生み出す温床となる可能性をもつといわ

れている12）。

学内でトラブルが多く荒れている子どもへの対応に

は，表面上の問題に注目しがちとなるが，彼らのなかに

は貧困や虐待など厳しい家庭環境の問題をかかえていた

り，発達障害による周辺症状が悪化しているケースも多

いとわれている。こうした子どもたちは，自らの問題に

自覚がなかったり，その問題の背景にあえて触れない場

合もある。つまり，こうした問題の背景まで見立てるこ

とで，適切な支援に結びつく可能性が高い。そのために

は，子どもを生活者としてとらえる社会福祉の視点から

のアプローチが欠かせないことが明らかとなった。

Ⅴ．本研究の課題

本研究は，社会福祉士の知識を学んだ一部の養護教諭

から得られたものであり，一般化には限界がある。今後

は，対象者を拡大するとともに，本研究で得られた記述

内容について，インタビュー調査等を通して，より具体

的に明らかにしていきたい。また，社会福祉士の知識を

学んでいない養護教諭との比較検討も行う必要性がある。
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